
第５１号議案 
      事業契約の締結について 

次のとおり事業契約を締結することについて議決を求める。 
１ 事 業 名    伊奈町役場新庁舎整備事業 
２ 事 業 場 所  北足立郡伊奈町中央四丁目３５５番地他１１筆 
３ 契約の方法  随意契約（公募型プロポーザル方式） 
４ 履 行 期 限       令和１０年８月３１日 
５ 契 約 金 額        ６，０９４，７１５，０００円 
６ 契 約 業 者        埼玉県さいたま市浦和区高砂２－１２－１２ 

佐藤工業株式会社 埼玉営業所（代表構成企業） 
  所長 佐藤 祐喜 
東京都墨田区横網２丁目１０番１２号 

          株式会社佐藤総合計画（構成企業） 
           代表取締役 鉾岩 崇 
 

令和６年９月１１日提出 
                    伊奈町長 大 島  清   
 
 
 
 
 
 
 
            提  案  理  由 
  伊奈町役場新庁舎整備事業の事業契約を締結したいので、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８

号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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伊奈町役場新庁舎整備事業 
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伊奈町役場新庁舎整備事業公募型プロポーザル経過書 
 
   
      伊奈町役場新庁舎整備事業の公募型プロポーザルを次のように行った。 
 
 

記 
 
  １  特定年月日       令和６年８月２日   
                                                     
  ２  特定方法          公募型プロポーザル方式 
 
  ３  審査結果         別記１のとおり 
 
  ４  優先交渉権者      佐藤工業株式会社 埼玉営業所 ※代表構成企業  
                        （本社：東京都中央区日本橋） 
 
  ５  構成企業          別記２のとおり  
 
６  継続費の総額      ６,０９４，７３０，０００円（消費税込み） 
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別記１          審    査    結    果    一    覧    表             

 代表構成企業 
技術 
評価点 

(７５点満点) 

地域 
貢献点Ａ 
(１点満点) 

地域 
貢献点Ｂ 
(４点満点) 

価格点 
(２０点満点) 

総合 
評価点 

(１００点満点) 
摘     要 

１ 佐藤工業株式会社 
埼玉営業所 ５４．６０点 ０点 ３．２５点 ２０点 ７７．８５点 優先交渉権者 

２ B グループ  ４４．０５点 １点 １．０１点 ２０点 ６６．０６点 次点交渉権者 
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別記２           構    成    企    業     一    覧    表              

業 務 名 企 業 名 所 在 地 

施工 
（代表構成企業） 佐藤工業株式会社 埼玉営業所 埼玉県さいたま市浦和区高砂 2-12-12 

設計 
（構成企業） 株式会社佐藤総合計画 東京都墨田区横網 2 丁目 10 番 12 号 

工事監理 
（構成企業） 株式会社佐藤総合計画 同上 
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